
実施要項案に対する民間からの意見とその対応について
（意見公募期間：平成１８年１１月２０日～平成１８年１２月４日）

　

整理番号 意見対象箇所 意見の概要 考え方

1 確保されるべき事業の質
（キャリア交流プラザ）

キャリア交流プラザ事業の就職を
雇用保険被保険者資格取得者に
限る必要はないのではないか。ま
た、就職までの期間を７ヶ月とする
のも短いのではないか。

キャリア交流プラザについては、公共職業安
定所の求職者のうち、熱心に求職活動を行っ
ており、かつ、安定的な就職を希望されてい
る方を対象として、これらの方の早期かつ安
定的な就職の実現を目的とするものであるこ
とから、事業の質の評価の対象となる就職と
しては、支援の開始から満７ヶ月となる日の
属する月の末日までに雇用保険被保険者資
格を取得したもの及び自営を開始したものと
設定しているものです。

2 確保されるべき事業の質
（求人開拓）

確保されるべき事業の質は、実施
対象地域の状況を踏まえて設定し
ないと、評価の基準に差が生じる
のではないか。

求人開拓事業における実績は、各地域の雇
用失業情勢や労働市場の規模、事業実施方
法等様々な要因が複雑に影響するものであ
り、確保されるべき事業の質を地域毎に合理
的に設定することは困難なものです。なお、
事業の評価に当たっては、実施要項９（５）に
記載しているとおり、雇用失業情勢の違い等
各地域の差にも配慮しつつ行うこととしてい
ます。

3 実施期間
（キャリア交流プラザ、人材
銀行）

毎年各社からより良いサービスの
提案を受けるためにも、１年単位の
契約がよいのではないか。

事業実施期間については、受託者がスキル
構築等への十分な投資が行えるよう複数年
の期間を設定したところであり、複数年の契
約を念頭に置いた良質なサービスの提案を
期待するものです。

4 入札参加資格
（キャリア交流プラザ、人材
銀行、求人開拓）

入札参加資格に設定している障害
者の法定雇用率を満たすことにつ
いて、常用労働者が３００人を超え
る事業主に限ることは、法定雇用
率自体は企業の常用労働者数の
規模を問わず課されるものである
こと等から、適切ではないのではな
いか。また、そもそも当該条件を設
けること自体、競争に参加できる企
業を絞り込んでしまうと思われ、妥
当かどうか疑問がある。

・３００人以下の労働者を雇用する事業主に
ついては、障害者の雇用の促進等に関する
法律において納付金等に関する暫定措置が
設けられていることを踏まえ、本要件の対象
としなかったものです。

・また、受託事業者は、公共サービスを実施
するものとして職業安定関係の各法律の定
めを遵守することを求める立場になるもので
あり、受託事業者自らも職業安定関係の各
法律の義務を果たしていることが必要である
ことから、当該条件を設けたものであり、本事
業を実施する上での必要かつ最小限の要件
であると考えています。

5 入札参加資格
（キャリア交流プラザ、人材
銀行、求人開拓）

入札参加資格に設定している障害
者の法定雇用率を満たすことにつ
いて、事業の適正かつ確実な実施
を確保するための必要かつ最小限
の要件とは考えられず削除すべき
ではないか。

6 入札参加資格
（人材銀行）

入札参加資格に設定している職業
紹介事業に係る実績３年以上につ
いて、単に許可を受けた期間が３
年以上あるだけではなく、職業紹介
実績があることが必要であることが
明確になるよう修文してはどうか。

原案においても、単に職業紹介事業の許可
を受けている期間ではなく、職業紹介事業に
係る実績を３年以上有することを条件として
いるものです。これにより当該実績が全くな
い場合には入札参加資格を有さないもので
あるとともに、当該実績を含む民間事業者の
事業実施体制が、事業の目的に沿った実行
可能なものであるか、効果が見込まれるもの
であるかについては、実施要項の５に基づ
き、企画書の評価を通じて判断することとなり
ます。



7 事業を実施する者を決定す
るための評価の基準
（キャリア交流プラザ）

民間事業者の選定に当たっては、
同一会社に偏らないようにしてほし
い。

落札者の決定については、民間事業者の提
案の評価等の結果として、同一会社が複数
地域の事業を落札することもあり得ますが、
選定に当たっては、実施要項に定める評価
基準に基づき、適正に対応させていただきま
す。

8 事業を実施する者を決定す
るための評価の基準
（人材銀行）

企画書の必須項目審査の項目とし
て掲げている「労働市場に関する
認識について」は、当事業が地域
の特性を踏まえた事業実施が重要
であることに鑑み、「地域の労働市
場に関する認識について」等修文
してはどうか。

企画書の必須項目審査の項目に掲げる「労
働市場に関する認識について」は、企画書に
記載する事項として、実施要項の４(2)②イに
掲げる「人材銀行が取り扱う管理的職業、専
門的・技術的職業に係る労働市場に関する
認識」に対応するものであり、企画書に「人材
銀行設置地域の経済動向、当該地域の専門
的職業等に係る業況及び雇用失業情勢等」
を記載していただき、これについて評価する
こととしているものです。

9 事業を実施する者を決定す
るための評価の基準
（キャリア交流プラザ、人材
銀行、求人開拓）

安値受注による弊害を避けるた
め、落札者の決定方法について、
基礎点・加算点の合計点によって
上位３者を選定し、その中で最低
価格を入札した者を落札者とすると
ともに、入札価格が予定価格の６
割に満たない場合は対象から除外
してはどうか。

・落札者の決定については、実施要項の５に
基づき、事業の目的に沿った実行可能なもの
と判断されないものについては基礎点が付
与されないものであるとともに、御指摘のよう
に、よりよいサービスを提供できる事業者が
選定されるよう、基礎点と加算点の割合につ
いては、モデル事業時の１０：４から１０：１０
に変更したところです。なお、落札者決定方
法の在り方については、今後も引き続き検討
してまいりたいと考えています。

・また、入札価格が予定価格の６割に満たな
い場合は、会計法令に基づき、契約の内容
に適合した履行がなされないおそれがあると
認められるか否か調査することとしており、当
該調査を通じ、落札者としないことも含め、厳
正に判断してまいります。

10 事業を実施する者を決定す
るための評価の基準
（キャリア交流プラザ）

落札者決定に当たっては、質を重
視し、質の上位数社の中から総合
評価方式で落札者を決定すること
や、加算点部分のみを入札価格で
除するなどの方法にできないか。

11 事業を実施する者を決定す
るための評価の基準
（人材銀行）

入札価格が予定価格の６割に満た
ない場合は無条件に失格とすべき
ではないか。
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